
   

藤森科学技術振興財団 2025 年度奨学生募集要項  
１．趣旨 
 持続可能な未来社会の構築に向けた環境問題の解決分野 

健康で快適な生活に向けたウェルネス分野  

 を担う人材育成のための奨学金の給付を行います。 

       
２．奨学生の応募資格 
 2025 年６月時点で以下の大学学部 3年生であること 
   ６年制においては５年生であること 
自宅外通学生  
日本国籍を有すること 
【対象大学：本財団研究助成実績大学】 
東京農工大学、慶應義塾大学、東京電機大学、横浜国立大学、芝浦工業大学、成蹊大学、
中央大学、日本大学理工学部、東京都立大学、明星大学、東邦大学 

 
(1) 本財団役職員と給付期間中の定期面談が可能であること 
(2)持続可能な未来社会の構築に向けた環境問題の解決の分野または健康で快適な生活に

向けたウェルネス分野の科学技術を専攻 
 
(1)(2)の詳細は以下です。 
(1) 奨学金給付月に面談（応調整します夜間土日可）を実施 

（面談交通費は奨学金より手当いただきます） 
(2) 専攻 

 環境系：環境学科、物理学科、化学科、生物学科、地学科、情報学科、 

 土木建築学科、資源学科、システム学科、農学科 

 保健系：医学科、歯学科、薬学科、看護学科、獣医学科 

（応募資格の不明点等は、本財団迄お問い合わせ下さい。） 
 
３. 募集人数 
 大学学部生  ２名 
       
４. 奨学給付金額       
月額 40,000円を給付します。 

    
５. 給付期間・方法       
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2025年 10 月から１年 6か月間    
 奨学生の指定する金融機関の口座に、３カ月分を一括で振込みにて給付します。 
 10 月、１月、4 月、7月、10 月、1 月に振込みます。 
６. 応募方法       
 所定の申請書および推薦書（以下申請書という）をホームページ（https://www.fujimori-
f.or.jp）よりダウンロードして印刷し、必要事項を和文で記入してください。 
・奨学金給付申請書 1部 
・指導教員の推薦書１部 
・居住物件賃貸借契約書等写し１部 
・在籍証明書１部 
・成績証明書（在籍学校の全学年分）1 部 
・親等の生計維持者の収入状況を証明する書類（所得証明書等）１部 
大学を通して申請をしてください。（大学経由本財団事務局松原宛に提出してください） 
書類不備がないよう送付前に十分に確認を行ってください。 
なお、所定の申請書、資料に加え、更に詳しい書類等の提出をお願いすることがあります
のでご協力ください。 
また、申請書は、返却をいたしませんので、必要のものは複写するなどして、控えをご準
備ください。  

      
７. 募集期間       
学内応募期間に従ってください。 
（本財団受付期限 2025年 7月 5 日まで）  
      

８. 決定       
（1）本財団の選考委員会において、経済的必要性のほか、学業成績、 
申請書の記載内容などを選考の上、理事会において決定します。  
（2）一次選考結果は 書面にて 2025 年７月末までに申請者及び大学宛に通知します。 
（3）一次選考者は 2025 年８月末までに面談を実施します。 
（4）最終選考結果は 書面にて 2025年９月末までに申請者及び大学宛に通知します。 
なお、審査の内容に関するお問い合わせには一切応じることは出来ません。  
     
９. 奨学金の贈呈  
（1）2025 年 10 月より、対象者に奨学金を給付いたします。 
（2）奨学金の給付にあたり、本財団所定の「誓約書」を別途提出していただきます。  
（3）給付にあたって、大学の所定の手続きが必要な場合には、速やかにご連絡願います。

   

大学受付期限：申請フォームより申請の上、上記
財団への提出書類を全て揃えて6/25（水）17：00
　までに窓口提出
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10. 学業成果の報告       
（1）奨学給付期間終了後、２ヶ月以内に、取得した学士記または卒業証書の写しを本財団

まで提出してください。尚、取得に至らなかった場合は、成績証明書を提出ください。 
      
11．併給に関する留意事項（他との重複） 

他の奨学金との併給は可能です。他の奨学金に併給の制限が有る場合には、当該奨学金
の規定に従って下さい。 

 
12．その他注意事項       

(1)奨学金給付の内定を受けた後、学業の重要な変更、中止をしようとする場合には、速
やかに文書にて、本財団まで報告をしてください。     

（2）以下の事項が発生した場合は、奨学金の給付の取り消しまたは一部の返還を求めるこ
とがあります。 

・申請内容に大幅な変更が生じて連絡がない場合 
・給付期間内で学業を中止した場合 
・必要書類の提出を怠った場合 
・その他奨学金給付にふさわしくないと理事会または選考委員会が判断した場合 
   

13．個人情報の取扱いについて       
（1）申請書に含まれる個人情報は、奨学対象の選考及び選考結果のご通知のために使用い

たします。       
（2）奨学給付対象は、大学学部名を公表いたします。 
 又、主催奨学報告会の集合写真を本財団のホームページに掲載します。  

     
14．お問い合わせ先       

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-1-1 文京ガーデンゲートタワー22 階 
 公益財団法人 藤森科学技術振興財団  

事務局長 松原 文男 
 Tel 03-5804-4240 
 受付時間 平日 9 時～17 時（財団休業日を除く） 
 E-mail：fujimorizaidan@fujimori-f.or.jp  

以 上  




